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政
府
及
び
関
係
者
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
特
段
の
配
慮
を
す
べ
き
で
あ
る
。  

 

一
、
本
法
に
よ
る
大
学
に
対
す
る
助
成
の
た
め
の
基
金
の
よ
う
な
大
規
模
か
つ
新
た
な
仕
組
み
を
創
設
す
る
際
、
補
正
予
算
で

計
上
す
る
場
合
に
は
そ
の
緊
要
性
を
含
め
、
国
会
に
お
い
て
十
分
に
審
議
が
で
き
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

 

二
、
本
法
に
よ
る
大
学
に
対
す
る
助
成
の
た
め
の
基
金
の
創
設
に
伴
い
、
こ
れ
ま
で
措
置
さ
れ
て
き
た
運
営
費
交
付
金
や
競
争

的
研
究
費
な
ど
の
大
学
へ
の
資
金
が
十
分
に
確
保
さ
れ
る
よ
う
、
引
き
続
き
大
学
の
長
期
的
、
安
定
的
な
運
営
及
び
研
究
基

盤
構
築
の
た
め
の
財
政
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

三
、
国
立
大
学
法
人
か
ら
寄
託
さ
れ
た
資
金
の
運
用
及
び
大
学
に
対
す
る
助
成
に
関
す
る
資
金
の
運
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
責

任
の
所
在
を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
国
会
に
対
す
る
説
明
責
任
を
果
た
す
等
情
報
公
開
に
努
め
る
こ
と
。

ま
た
、
機
構
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
体
制
を
強
化
し
、
運
用
業
務
担
当
理
事
及
び
運
用
・
監
視
委
員
に
適
切
な
人
員
を
配
置
し
、
安

全
か
つ
効
率
的
な
運
用
が
着
実
に
行
え
る
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
。 

 

四
、
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
助
成
業
務
の
基
金
の
運
用
に
関
す
る
基
本
指
針
に
つ
い
て
は
、
運
用
開
始
当
初
は
運
用
益
の
相

当
割
合
を
元
本
強
化
に
充
て
る
と
と
も
に
、
長
期
的
な
視
点
か
ら
安
全
か
つ
効
率
的
な
運
用
が
着
実
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
有

識
者
等
の
意
見
を
踏
ま
え
た
十
分
な
検
討
の
上
で
定
め
る
こ
と
。
ま
た
、
助
成
対
象
と
な
る
大
学
の
要
件
に
つ
い
て
も
、
世



界
レ
ベ
ル
の
研
究
基
盤
を
構
築
す
る
観
点
か
ら
、
公
平
性
を
担
保
し
つ
つ
、
地
方
大
学
を
含
め
、
適
切
な
大
学
に
助
成
を
行

い
、
多
く
の
若
手
研
究
者
に
十
分
な
資
金
を
配
分
で
き
る
よ
う
、
有
識
者
等
の
意
見
を
踏
ま
え
た
十
分
な
検
討
の
上
で
定
め

る
こ
と
。 

 

右
決
議
す
る
。 


